
 

 
 © Gard AS, June 2012 

お問い合わせ先 
 
損害防止担当  
シニアマネジャー 
Terje R. Paulsen  
 terje.paulsen@gard.no  
 
損害防止担当  
シニアエグゼクティブ 
Marius Schønberg  
 marius.schonberg@gard.no 
 
損害防止担当  
エグゼクティブ 
Kristin Urdahl  
 kristin.urdahl@gard.no 
 
 

ロス・プリベンション・サーキュラー  No. XX-12  
 

アジア型マイマイガ（AGM）について 
 
Gardには最近、米国およびカナダに寄港中の船舶に

おいてアジア型マイマイガが発見されたという情報

が多く寄せられています。これに関して米国とカナ

ダの関連当局は、米国・カナダ共同による「船舶に

対する通知書（Notice to Shipping）」を発行し、ア

ジア型マイマイガの問題について警鐘を鳴らしまし

た。当該通知書には、米国やカナダ当局から入港拒否や隔離検疫などの措置を

受けないようにするために、運航者が、中国、韓国、日本、ロシア極東部港湾

での貨物の取引時と北米到着前に、実施すべき注意事項が記載されています。 
 
アジア型マイマイガ（AGM）は侵略的外来種とされ、北米の森林、生物多様性や経済に

大きな脅威をもたらすとされています。ハイリスク期間は、AGM のメスが産卵する「飛

翔期間」です。メスの AGM は非常に活発に飛翔する性質があり、明るい光に引き寄せら

れるため、街路灯や船舶の投光器の周りに AGM の卵が見つかることがよくあります。特

に陸上から船舶に強力な照明が当てられると、船体や積み荷に AGM がびっしりと群がる

ことがあります。 
 
下記の勧告および対策は、前述の米国・カナダ共同発行の「船舶に対する通知書」に記載

されているものです。 
 
勧告および対策 
 
1. 規制対象港湾を出港する船舶は、出航予定日時の出来る限り直前に、当該船舶上に

AGM（卵から成虫に至るまで）がいないどうか検査を受けて出航前 AGM 不在証明

書を取得し、当該証明書のコピーを米国またはカナダ側の担当官に提出すること。 
 
2. 船社は、北米への AGM の侵入リスク低減を目的とする検査遅延、航路変更等の規制

措置を受けないようにするため、米国またはカナダ港湾への入港前に船舶を徹底的に

自己検査して、アジア型マイマイガの卵や幼虫・成虫が船内にいないかどうか調べ、

見つけた場合には除去（卵の場合は掻き落とす）し適切に死滅させること。全ての船

舶は、米国またはカナダ領内の最初の港湾に到着する 5 日前に、GYPSY MOTH 
INSPECTION POCKET GUIDE（マイマイガ不在検査手引き）に従い AGM が船上に

いないどうか総合自己検査を実施し、検査結果を担当官に申告すること。最近発見さ

れた AGM の画像は、下記関連情報源からダウンロードできます。 
 
3. 船舶の到着予定日から少なくとも 2 日前に、船舶の航海記録のコピーを代理店に提出

し、代理店から、米国またはカナダの検査担当者に船舶の寄港履歴の確認用のコピー

が提供できるようにする。 
 
船社は自らの責任において、AGM やその他有害生物に関する米国・カナダ港湾への入港

要件を全て遵守しなければなりません。今はちょうど、北東アジアに生息する AGM が活

発になる季節とされています。Gard では、全ての海運関係者に対して、実施可能なあら

ゆる対策を講じるよう強く要請いたします。これら要件に対する不適合が判明すると、船

舶の運航スケジュールに大幅な遅延が生じるおそれがあることから、Gard は、メンバー

各位に対して、前述の米国・カナダ共同通知書を確認しこれを遵守することを強く推奨い

たします。 
 
関連情報源 
 
カナダ食品検査局および米国農務省 
「米国・カナダ当局共同の船舶に対する通知書」（2012年 6月付） 
 
5 月から 9 月にかけての期間に、中国、韓国、日本、極東およびロシア地域の港湾に寄港

したことのある商船に関する米国・カナダ港湾寄港要件 
「最近船上で発見された AGM の卵の画像」 
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アジア型マイマイガ（AGM）について 
 
 
 
 
「マイマイガ不在検査手引き」 
 
「アジア型マイマイガの基礎知識」 
 
オーストラリア検疫検査局 
「ロシア極東地域港湾からオーストラリアに入港する船舶の報告・認証要件に関するオ

ーストラリア当局からのお知らせ」（2007年 8月 15日付） 
 
このポスターは、海運業界におけるアジア型マイマイガへの警戒意識を高める目的で作成

されたものです。AGM が北米、オーストラリアおよびニュージーランドの港湾に侵入す

るのを防ぐには、船舶乗組員の協力が不可欠です。
(http://www.asiangypsymoth.org/AGM%20ship%20poster%20final%20Dec%2014.pdf) 
 
アジア型マイマイガに関する Gard資料 
 
2012年 5月 4日付 Gardアラート「アジア型マイマイガ: 2012 年 3月 1日から 2012年 10
月 15日にかけての期間にカナダ港湾に入港する船舶向け要件について（Asian gypsy 
moths - Requirements for vessels entering Canadian ports between 1st March and 15th 
October 2012）」 
 
2010年 6月 22日付 Gardアラート「アジア型マイマイガについて（Asian Gypsy Moth）」 


